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近年の大規模水害の頻発を受け，2020 年 7 月 17 日に宅建業法施行規則が改正されたことで，不動産取

引時に水害ハザードマップにおける所在地の説明が義務付けられた．宅地建物取引業者が提供する水害リ

スク情報は，住宅を購入した買主が水害リスクを判断する上で重要な要素となっているため，本研究では，

説明を受けた買主の購買動向や防災行動に着目して調査を行った． 
まず，新潟県を対象に宅地建物の取引を行っている不動産業者にヒアリングを行いハザードマップの説

明に関する実態を調査した．ヒアリング調査を基に，住宅を購入した住民を対象に重要事項説明における

水害リスク情報の説明によって影響する防災行動に関するアンケートを Web 調査で行った． 
以上より，買主が宅地建物取引業者から説明を受けた，水害リスク情報，買主の被災経験や防災学習な

どの要因から防災行動に関する意識モデルを明らかにした． 
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1. はじめに 
 
(1) 背景と目的 
近年，大規模水害の頻発を受け，2020 年 7 月 17 日に

宅建業法施行規則が改正されたことで，不動産取引時に

水害ハザードマップにおける所在地の説明が義務付けら

れた．水害宅地建物取引業者が提供する水害リスク情報

は，住宅を購入した買主が水害リスクを判断する上で重

要な要素となっている．本研究では，説明を受けた買主

の購買動向や防災行動に着目して調査を行った． 
水害リスク情報の説明とは,水防法第 15 条第 3 項に基

づき作成された水害（洪水，雨水出水，高潮）ハザード

マップを提示し，対象物件又は建物の位置を示すことで

ある．  

 
(2) 既往研究と本研究の位置づけ 
  宅建業者による水害リスク情報の提供義務に関して

は，大原ら 1)が，滋賀県内の宅地建物取引業者を対象に，

施行規則改正に先立ち制定された滋賀県流域治水条例に

基づく水害リスク情報説明の努力義務に関する実態を明

らかにした．2020年 7月に法改正が行われる以前の洪水

ハザードマップに関する説明の実態を研究したものはな

い． 

多田ら 2)は，徳島県内宅地建物取引業者による法改正

後の洪水ハザードマップに関する説明の実態と，売主，

買主の適切なマップ選択のため不動産取引情報提供サイ

トに水害リスク情報を掲載した場合への影響についての

意識を明らかにした．宅地建物取引業者のうち法令通り
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に説明を行うのは 4%であり，94%は法令に示された内

容以上の説明を行っ ていたことが明らかになった． 

 本研究では，重要事項説明時に水害ハザードマップに

おける所在地の説明が義務付けられたことによる，防災

行動に関する意識モデルを明らかにする．そのため，本

研究では，まず事前調査として不動産会社に重要事項説

明の水害リスク情報の実態を把握する．その後，アンケ

ート調査によって重要事項説明時の水害リスク説明の実

態や水防災行動を把握する．そして，アンケートのデー

タを用いて防災行動に関する意識・行動の因果構造をモ

デル化し，防災対策と水害リスク情報の関係性を明らか

にすることが目的である． 

 

 

2. 事前ヒアリング 
 
本研究では，アンケート調査に先立ち，不動産業者が，

2020年 8月の宅建業法改正にどのように対応しているの

かを把握するため，新潟県柏崎市・長岡市で不動産取引

を行う 2社に事前ヒアリングを実施した．  
2 社の不動産会社では，重要事項説明時における洪水

ハザードマップの説明方法について，法令通り対象物件

の位置や避難所を示していることが把握できた．さらに,
過去に生じた水害や対象物件付近の浸水想定深，過去ど

のような地形であったかのなどの法令以上の情報を提供

することが把握できた． 
 
 
3. アンケート調査の概要 

 

本研究では，宅地建物取引業者から説明を受けた買主

の水害リスク情報，買主の被災経験や防災学習などの要

因から防災行動に関する意識モデルを図るために，アン

ケート調査を実施した． 
 

(1) 調査概要 

 調査概要は以下の通りである． 
・対象：2018年以降に一戸建てを購入した者 
・配布方式：アンケート会社を通じたWeb定量調査 
・アンケート期間：2022年 7月 15日～7月 19日 
・回答数：400 
アンケート回答者の属性分布を図-1 に示す。回答者

の性別の 53％は男性で 47％が女性である。回答者の引

越し年度は 2019 年が 24％，2020 年が 28％，2021 年が

30％，2022年が 18％となった． 
 宅建業法施行規則が改正されたことで，重要事項説明

時に水害リスク情報の説明が義務化された2020年7月よ

り以前に契約した者が 192名で規則改正後に契約した者

は 208名であった。図-2に重要事項説明時に水害リスク

情報の提供の有無を示す．約 4割が水害リスク情報を受

けたと回答しているが、水害リスク情報を受けていな

い・覚えていない者は約 6割である． 

 

 
図-1 アンケート回答者の属性分布 

 
図-2 水害リスク情報の説明有無 

 
(2) 設問項目 
水害への防災意識を表す項目としては，個人属性，住

宅属性，重要事項説明に関して，災害経験等，住宅購買

動向，水害リスク認識，水害への防災行動の積極性，災

害に関する危機感，防災行動の意欲，水害への関心とす

る．以下に，一部分の設問内容の詳細を述べる． 
a) 住宅購買動向 
 住宅購買動向に関しては，「価格」，「子育てに適し

た立地環境であること」，「通勤・通学に適した立地環

境であること」，「災害リスクが少ないこと」，「昔か

ら住んでいる地域であること」，「周辺環境施設が良い

こと（買い物をする場所，病院・商業施設などの利便

性）」の 6つを設定した．各設問の重要視程度を 5段階

評価（1：重要～5：重要でない）のリッカート尺度で回

答を求めた．水害を意識して物件を探したか，水害を理

由に宅地建物を取り辞めたかの回答も求めた．． 
b)  水害への防災行動の積極性に関する設問 
 水害への防災行動の積極性に関しては，「以前居住し

ていた地域での行動」，「現在のお住まいの地域での行

動」の 2分類で計 6項目の設問を設けた．各項目の積極

性程度を 5段階（1：よく行っていた～5：まったく行っ

166

158

76
水害リスク情報の
説明を受けた

水害リスク情報の
説明を受けていな
い
覚えていない
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ていなかった，1：よく行っている～5：まったく行って

いない）のリッカート尺度で回答を求めた． 
c) 災害に関する危機感 
重要事項説明時の水害リスク情報を受けたことによる災

害に対する危機感に関しては，重要事項説明の前後で，

お住まいの地域の水害の危険性があると判断したかを 5
段階（1：危険があると思った～5：危険があると思わな

かった）のリッカート尺度で回答を求めた． 
d) 重要事項説明に関する設問 
 重要事項説明に関する設問では，「避難所のルートを

確認」，「家族と水害についての話し合い」，「過去の

水害を調べる」，「家族と緊急連絡先を確認した」，

「大雨が降る際に天気予報などの最新情報をチェック」，

「土のうを用意している」，「非常食・飲料水を常備し

ている」，「携帯ラジオ・テレビ・懐中電灯を常備して

いる」，「防災訓練へ参加している」，「携帯アプリな

どを使用して気象情報を把握している」，「住宅に水害

対策を施している」，「家具などの転倒・落下防止策を

している」，「その他の防災対策」の 15 項目の設問を

設けた． 
表-1 アンケート項目の概要 

個人属性 性別 
年齢 
職業，業種 
世帯年収 
家族の人数 
未就学児の人数 
避難行動要支援者の人数 

住宅属性 住宅を契約した時期，住宅に引っ越した

時期 
水際からの距離 
避難場所までの距離 
想定浸水深 
住宅の階数 

水害への

関心 
水害の関心 
近年の水害の頻発化を警戒して水害関心 

重要事項 重項説明時に水害HMを用いた説明 
説明の実 避難場所の説明 
態 想定浸水深の説明 
 浸水想定区域の説明 
 対象物件付近の水害事例の説明 
 水害ハザードマップの説明時間 
 浸水継続時間 
 水害リスク説明を受けての不安・安心感 

 
3. 水害に対する防災意識・行動に影響を与える

要因に関する分析 

 
(1) モデルの構築 

共分散構造分析 3) ，4)とは，複数の因子分析を 1 つのモ

デル内で同時に推定する手法である．主な変数として，

アンケート調査によって直接観測が可能な観測変数と，

直接観測できない構成概念を表している潜在変数がある． 
本研究では，SPSS社のAmosを使用した共分散構造分

析によって構成された水害に関する防災意識・行動の関

係を示す構造モデルを作成した．Amos の分析において，

分析結果をパス図で表すことができる．次頁の図-3は，

長方形で示す観測変数と，楕円形で示す観測不可能な潜

在変数との因果関係を矢印で表現したもので，矢印の向

きは原因（独立変数）から結果（従属変数）を表す． 
 
(2) 住民の防災意識に関わる原因の分析結果 
 設定したモデルの適合度には，χ二乗検定（χ2，df，
P値）GFI，CFI、RMESAの4つを用いた．本モデルの適

合度は，カイ2乗検定：χ2 =79.470，df=30， p<.0.01，適合

度指標：GFI=.0.963，CFI=.0.937，RMESA=.0.64 となった． 
RMESA の値は理想とされる値は.050 を上回っているが，

GFI及びCFIの値は理想とされる0.9を超えているため，，

モデルは妥当なものと判断した． 

災害経験等 水害の経験(避難・自宅が被災・仮設

住宅に住む) 
水害以外の災害の経験(避難・自宅が

被災・仮設住宅に住む) 
住宅購買動

向 
立地を決める際の、5 つの要因の重要

度 
水害を意識して物件を探したか 
水害を理由に宅地建物を取り辞めたか 

水害リスク

認識 
避難場所の認識 
想定浸水深の認識 
対象物件付近の水害事例の認識 

地域コミュ

ニティとの

協働 

現在、防災訓練の参加 
現在、近所との防災についての相談 
現在、家族と災害に対する対話 

過去の地域

コミュニテ

ィ等との協

働 

過去、防災訓練の参加 
過去、家族と災害に対する対話 
過去、近所との防災についての相談 

防災行動 水害に対する防災行動 
災害に対す

る危機感 
浸水に対する危険性の認識 

防災対策 家庭での防災対策 
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図-3水害に対する防災意識のパス図 

 
(3) モデルの解釈・考察 
a) 水害に対する防災意識 
・潜在変数へのパス，潜在変数から観測変数へのパス 
潜在変数「水害に対する防災意識」からパスが伸びる

「水害リスクの認識」，「水害への関心」の 2つの潜在

変数から構成されている．パス係数の数値をみると、

「水害に対する防災意識」から「災害への関心」に対し

て影響があることが示唆されている。「水防災意識」か

ら「水害リスク認識」の潜在変数に対しては，パス係数

が負の値であり関連性が低いと示唆される． 
b)重要事項説明の実態 
・潜在変数へのパス，潜在変数から観測変数へのパス 
 潜在変数「重要事項説明の実態」から「災害への関心」

へのパス係数が負の値であることから，重要事項説明時

に水害リスク情報の提供を受けても，水害リスク認知に

作用しないことが示唆されている．水害情報の説明を受

けて，すぐに正しい情報を把握することが難しい可能性

が考えられる．また，潜在変数「重要事項説明の実態」

から「災害への関心」へのパス係数が正の値であること

から，重要事項説明を受けることで災害への関心に作用

し，それに従属する水害への関心が高まることが示唆さ

れている． 
c)家庭内の日ごろの備え 
・潜在変数へのパス，潜在変数から観測変数へのパス 
 潜在変数「水害に対する防災意識」から「家庭内の日 
ごろの備え」へのパス係数が0.78と大きいことから「水

害に対する防災意識」から「家庭内の日ごろの備え」に

対しての影響が大きいことが示唆されている．従属する

「防災情報の確認」と「家庭内の防災対策」への取組み

が自律的に行われている． 
 
 
4. まとめ 

 

本研究では，重要事項説明時に水害ハザードマップに

おける所在地の説明が義務付けられたことによる，防災 

表-2 観測変数の設定 

 

行動に関する意識モデルを明らかにした．事前調査とし

てヒアリング調査によって重要事項説明の水害リスク情

報の実態を把握し，その後，アンケート調査によって重

要事項説明時の水害リスク説明の実態や水防災行動を把

握した．そして，アンケートのデータを用いて防災行動

に関する各要因間の構造をモデル化を構築し，防災対策

と水害リスク情報の関係性を検討し，次の知見を得た． 
・住民の水害リスク認知は推測していたよりも高くなく，

重要事項説明時に水害情報の提供を受けることで，適

切に理解することが難しいと考えられる．災害情報を

リスト化して日常的に確認できるツールやリスクコミ

ュニケーションを工夫する必要がある． 
・水害に関する防災意識が高くなると災害への関心が高

く，家庭内での防災対策を行っている者が多いことが明

らかになった． 行政依存をなくすために家庭内での対

策が期待される．行政による施策では，SNSなどの媒体

での発信を活性化させることが望ましい． 
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観測変数 観測変数の設定 

水害への関心 向上した：1，低下した：0 
災害ニュースへ

の関心 
向上した：1，低下した：1 

避難所の認知 認知している：1，認知していな

い：0 
浸水想定区域の

認知 
認知している：1，認知していな

い：1 
過去の水害の認

知 
認知している：1，認知していな

い：2 
防災情報の確認 行っている：1，行っていない：0 
家庭内の防災対

策 
行っている：1，行っていない：1 

水害情報の説明

有無 
説明を受けた：1，説明を受けてい

ない：0 
説明内容の数 説明の個数 
防災訓練の参加

家族との相談 
近所との相談 

よく行っている：5，たまに行って

いる：4，どちらともいえない：

3，あまり行っていない：2，全く

行っていない：0 
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